
※平成２０年、２１年の白老町住宅リフォーム促進助成及び平成２２年度白老町商工会 

住宅リフォーム促進助成を受けていない方及び住宅に限ります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

～平成２３年度 白老町商工会住宅リフォーム促進助成事業～ 
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６月１３日 登録業者発表 

７月１日申請受付開始 
予算に達した時点で締め切ります。 

問合せ先：白老町商工会 

ＴＥＬ：０１４４－８２－２７７５ 

ＦＡＸ：０１４４－８２－５３１８ 

ホームページ：http.//www.shiraoi-shokokai.jp/ 

白老町民の皆さんが、 

□ 登録を受けた町内の業者(商工会員)を利用して工事 

□ 現在住んでいて、所有している住宅 

□ 改修費が５０万円以上 

□ 町税等の滞納がない等の要件を満たすと・・・ 

 

詳細については、お問い合わせください。 
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改修費 

５０万円以上 

改修費×１０％を助成 
最大４０万円（耐震改修と併せると最大６０万円） 

 
 

助成の対象は 
資格登録業者 

※受注事業者は、「白老町技能士会」に所属している技能士のご活用のご検討をお願いします。 

商工会で住宅リフォーム 

を応援します！ 

商工会、建設協会、役場建設課にて一覧表配布 

及び商工会ホームページにて公開 


